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平成２１年ｎ月１２日判決雷渡同日原本領収裁判所書認官．，

平成２０年くし慌４５号不当利得金返還諦求控訴事件(原審・仙台簡易裁判所平成

１９年㈱第５１７１号）

(平成２１年１０月１日口頭弁賎終結）

判決

滋賀県草津市西大路町１－１

控．訴人株式会社シテ,イズ

．上記代表者代表取締役若松．一。錨

第２当事者の主張

１請求原因

（１）控訴人は,貸金業の規制等に関する法律(平成１８年法律第１１５号によ

る改正前のもの。以下「貸金業法」という。）第３条第１項の規定による豊

録を受けている株式会社である。

(2)控諒人は,平成18年５月１９日,被控訴人に対し,訴外一(以下
０６

，１．所外働という｡.）を連帯保匪人として，以下の約定により金銭を貸し

付けた（以下『本件貸付」という。）。．、

ア貸付金額
晶。． ④

５００万Fリ

イ．利息

年２９．２０パーセント

ウ遅延損害金

年２９J２０パーセント．．

・エ支払方法

，平成１８年7.局より平成２３年６月まで毎月１日賑り，元金8万3００

０円宛鍋過利息とともに控熊人方に持参ないし送金して支払う。

但し′最繕支払元金を１０万３０００円とする。・

オ期限の利益喪失特約

各返済日の元金若しくは利息制限法所定の制限利息の支払い盆怠ったと

きは，通知催告の手続なくして期限の利益を失い；債務全額及び元本に対

・する遅延損害金を即時に支払う。

（３）被控蘇人は，別紙計算書「取引日ｊ『借入額』『返済額』梱に配載のとお

り，控蘇人との間で，平成１８年５月１９日から平成１９年３月２８．日にか

けて；金鐘を借り入れ,返済を繰り返した。

（４）上記(3)配戟の借入と返済について，利息制限法所定の制限利率による引き
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宮城県石巻

‘被・被控訴人

主文

’控詳人の控詳を棄却する。

２控訴受用は控豚人の負担とする。

と事実

第１当事者の求めた裁判

１控院の趣旨

（１）原判決を取り消す。

（２）被控蘇人の藷求を棄却ずる．

品

ぐ

’
（３）訴溌愛用は第一審，第二審とも被控所人の負担とする。

２控所の趣旨に対する答弁

主文同旨

なお，被控群人の控訴答弁譜には，訴駿費用は第一，二審のいずれについて

も被控蘇人の負担とするとの判決を求める旨の記載があるが,本件訴訟経過に
照らせば,上記罷載は誤龍であると認あられる。
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直し計算をすると，別紙計算書「残元金」欄に罷戟のとおり，平成１９年３

月２８日の時点において，被控齢人の控訴人に対する５９万９６２２円の過

払金が生じている。

（５）控訴人は,上記(4)混載の過払金を利得していることを知っていた。

（６）Ｊざって，按控訴人は，控蘇人に対し，民法７０４条に基づき５９万９６２

２円及び上記不当利得金に対する法定利息として最終取引日の翌日である平

・成ユ９年３月２９日から平成１９年１０月２９日までの年5パーセントの割

合による金員及び上記不当利得金に対する遅延損害金として平成１９年１０

月３０日から.支払済みに至るまで年５パーセントの割合による金員の支払い

を求める。

２請求原因に対する認否

（１）請求原因(1)，同(2)，同(3)は認める。．

（２）請求原因(4)，同〈5)は否認する。

３抗弁一貸金業法４３季'項に定めるみなし弁済

（１）控訴人は,本件貸付の隙,被控訴人に対し,上記'(2)ｱないしｵに掲げる

富項,登録番号,住所地，商号波ぴ織塞者が負担すぺき元本及び利息以外の

金銭に関する事項等，貸金業法ユ７条１項及び同法施行規則第‘’３条に定め

る事項を臨載した貸付及び保髄契約説明書を交付した。

(2)控蘇人は,本件貸付に先立って,訴外邸対し,･上記i(2)ｱないしｵに

掲げる事項,登録番号，住所地，商号及び債務者が負担すべき元本及び利息｡０

以外の金銭に関する事項，保証金額,保鉦期間，保証契約の種類及び効力，

保証の対象となる貸付の種類，主債務者と連帯して羨務を負担する旨，解除

事由等，貸金業法１７条２項及び同法施行規則１４条に定める保駐契約鋭明
｡Q●一●

書鞍交付した。．

(3)控訴人は,本件貸付の際,所外■に対し,上罷1(2)ｱないしｵに掲げる

事項,壁録番号，住所地，商号及び債務者が負担すべき元本及び利息以外の

､

．、金銭に関する事項，保証契約年月日，保闘E金額，保証期間，保鉦契約の種類

及び効力，保証の対象となる貸付の種類，主債務者と連帯して義務を負担す

る旨，解除事由鋳，貸金業法１７条３項及び４項，同法施行規則１４条に定

める貸付及び保証契約脱明書を交付した｡．

（４）被控所人は，上記(1)記載の元金及び利息として，別紙元利金計算審に紀餓

のとおり，任意に弁済した。

（５）控瞬人賎前項の弁済の都度，塵ちに，被控賑人に対し，上記弁済に対応

する別紙元利金計算書記載の受領年月日，受領金額,利息，損害金，元金へ

の充当額，各弁済後の残存債務額，貸付年月日，商号，住所地，登録番号，

貸付金額等，貸金業法１８条及び同法施行規則ユ５条に定める事項を記職し．

た受取証書をそれぞれ交付した．

４抗弁に対する認否

(1)「抗弁(1)ないし(3)，同(5)はいずれも明らかに争わない。

（２）抗弁(4)は否認する。、

理由

１舗求原因についての検酎

（１）鯖求原因(1)ないし(3)の各審実はいずれも当事者間に争いがない。

(2)錆求原因(4)の事実につき検尉するに，利息制限法所定の利率を超過する利

，息は当然に元本に充当されることから，別紙計算書｢残元金｣･欄記載のとお

り，平成１９年３月２８日の弁済によって元利金の弁済は終了し６５９万９

６２２円の過払金が発生する（上配癖実は，当惑者間に争いのない請求原因

．(脆いし(3)の事実を前提にすれば，計算上明らかである｡.）。

したがって，舗求原因(4)の事実は閲められる。

(3)諮求原因(5)について．
チ

ア．金嬢を目的とする消費貸借において利息倒限法]L条１項所定の制限利率

を超過する利息の契約は，その超過部分につき無効であって，この理は，
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，貸金業者についても同様であるところ，貸金業者については，貸金業法４

３条１項が適用される場合に限り，制限超過部分を有効な利息の債務の弁
●●

．済として受領することができるとされているにとどまる。このような法の

趣旨からすれば,貸金業者は，同項の適用がない場合には，飼隈超過部分

‘は,貸付金の残元本があればこれに充当され,残元本が完済になった後の

過払金は不当利得として借主に返還すぺきものであることを十分に認識し

ているものというべきである。そうすると，貸金業者が制限超過部分を利

息の債務の弁済として受領したが，その受領につき貸金業法４３条ユ項の

適用が認められない場合には,当該貸金業者は,同項の適用があるとの罷

・職を有しており，かつ，そのような麗識を有するに至ったことについてや

むを得ないといえる特段の事備餓あるときで我い限り，法律上の原因蹟潅

いことを知りながら過払金を取得した者,すなわち民法７０４条の｢悪意

の受益者」であると推定されるものという．べきである（最高鱗判所第２小

法廷平成１９年７月１３日判決.･民蕊６１審5号ユ９８０頁参照)。

イ本件では，後述２(2)で認定税示のとおり，貸金業法４３条１項の適用が

認められないことから，擢鮮人が同項の適用があるとの霞餓を有しており，

かつ，そのような認職を有するに至ったことについてやむを得ないといえ

る特段の事情談あるか否かが問題になる。

．そこで検討するに，後掲各証拠及び弁篭の全趣旨によれば，以下の各事
実が認められる。

例被控鯨人に交付された貸付及び保証契約説明書に瞳,各返済日の元金若
しくぼ利息潤限法所定の刷限利息の支払いを怠った場合に，通知催告の

手統なくして期限の利益を失い,債務全額及び元本に対する遅延損害金
。『

｡ . ●

を即時に支払うことが明記されている［乙３］。
。●
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(ｲ）本件貸付に関する契約証替と貸付及び保証契約脱明寄には，利息制限

法１条及び同法４条の定めが挿入されているに１，乙３］。

ｇｐ

~鼠i，

㈲控訴人は,･最商裁平成ユ８年１月１３日第２小法廷判決･(以下「平成

１８年判決』という。）を受けて，期限の利益喪失条項を上記け)のように

改爾した［明らかに争わない事実］。‘、

倒控解人の契約担当者であった瞬外■いま,本件貸付の際,貸付及び保証

契約脱明書の全ての条項を銃み上げた肱人■■7項,被控訴人(当審

における尋問緒果｡以下同じ。）２項]･

㈱本件貸付に関する償還表には，返済予定日，元金及び約定利息に従っ

た利息，元金．と利息の返済合計額が露載されている［甲３］。・

鋤被控所人は,貸付及び保澱約説明書の『本説明書及び償還表を交付

書面として各自一通宛，内容の説明を受けた上で，受領しました。」と

の記戦の下に署名した［乙３］・

糊被控訴人は,宮城県石巻市で■■醸坂売業を営んでおり，メインバン

クの蘇外石巻商工信用組合からの運転資金の借入れ鵠により経営を継統・

してきた［甲６］･

例控訴人は，被控解人からの返済があった都度，被控誘人に対して領収

，書を交付している鋲，当咳領収書には，『充当項目，又は金額に異存の

ある場合は，善処致しますので至急ご連緒ください。」と記載されてい

るにもかかわらず，被控蘇人加ら充当関係等につき異議はなかった［明

らかに争わない参剣。

例貸金業者が借主に交付すべき雷面についてのパブリックコメントに対

する金融庁の考え方は以下のとおりである。［明らかに争わない率実］

①．パブリックコメントの概要，

貸付時の交付寄面に，利息制限法の範囲内の弁済額も併せて記戦し，

、この弁済をすればそれ以上の鶴務はないことを明示すること。：

．貸金業者は，返済請求時に，書面で，約定額とともに利息制限法に

基づく返済額も明示し，併せて利息制限法内の弁済しか支払溌務のな・
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い旨の記職をすること。

②上寵コメントに対する金融庁の考え方
⑨

利息制限法を超える金利で借入を行っている場合において実際にい

くら支払わなければならないのかは，過去の弁済の状況等によっては，

みなし弁済の成立の有無や弁済の充当関係により必ずしも明らかでは

ない場合も考えられます。従って，ご指摘のような配職を鵜務づける
●●

ことは困難なところがあ!'，必ずしも適切ではないものと考えられま

す。

㈲大阪高等裁判所平成１７年３月２．４日判決(以下r大阪高銭判決』とい

．う。）は，以下のとおり.判示しでし､る。［甲７］

期限の利益喪失条項が超過金利の支払の任意性について及ぼす影響を

．避けるのであれば，約定金利が利息制限法の潤限を超えている場合には

上記期限の利益喪失条項の末尾に「ただし，利息飼限法の期限内の利恩

が支払われている限りは嫡限の利益を失うことはない。』旨を注記し鋭

明すれば足りることである。

州以上の認定零実を前提に検討するiこ,平成j'8年判決は,債務者が約定
利息の支払いを怠った溺合には,期限の利益差喪失する旨の期限の利益

喪失条項の存在が，事実上，債務者に対して支払いを強制していると判

示していることに照らせば,平成１８年判決を受けて，控蘇人が期限の

利益喪失条項を利息制限法所定の制限利息の支払いを怠った場合に期限
の利益を喪失するとの内容1こ改訂し，加えて利息制限法の規定を掲載し

たこと・により，平成１８年判決で指摘された支払いの掌実上の強制とい

う要紫は消滅したと考えることも理解できないことではない‘

また，上記認定のどおり，本件貸付当時,金融庁や大阪高裁判決の見

解が存在したこと，被控所人が会社経営者であったこと等の事備に照ら

せば'控訴入が，本件貸付に関し,貸金業法４３条i項の任意性に疑義

＝
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が生じないも．のと考えたとしても，直ちに不合理であるとすることはで

きない。

㈱しかしながら,償還表には約定利息による毎月の支払合計額が記戟さ

れているところ，被控訴人は，別紙元利金計算書のとおり，償還表記戦

の支払合計額と完全に一致した額を毎月返済していたことに加え，後龍

２イ㈲ないし齢で認定のとおり，所外■■は，被控読人に対ｕ利息制

限法や制限超過利息についての具体的な醐明をしないまま，償還表に従

って返済するようにのみ伝えていたことを併せ考えれば，控蘇人は，被

控誌人が償還表に麗載された毎月の支払合計額を返済しなければ期限の

利益を喪失すると誤侭したまま毎月の返済を続けていた可能性があるこ

とを十分に認職することができたものと考えられる。

そうであれば,'控訴人は，貸金業法４３条１項が適用されなし$可能性

を認職しつつ，被控詳人の返済を愛け続けてきたとも評価できるのであ

って'少なくとも,繍人が,本件貸付に関し;およそ貸金難４３条

の適用が否定される‘ことはないという認溌をもって制限超過利息を受領
したとまでは認定できない。

㈲以上の凄情を総合すれば,上記tｱ)のとおり，控箭人には，貸金業法４３
条ユ項の適用がある,と考えたことについて一定の理由があることは否定
できないものの，貸金業法４３条１項が鱒められるとの麗職を有するに

至ったことにつき，やむを得ないといえる特段の事情誤あるとまではい
えない。

したがって，控訴人は，民法７０４条の悪意の受

れる．そして，本件全証拠を総合しても,.上配推定
はねい･

よって，請求原悶(5)の事実は認められるず・

２抗弁についての検討

であると推定さ

すに足りる鉦拠
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(1)抗弁(1)ないし(3)，同(5臆の各事実はいずれも明らかに争わないから，これ

を自白したものとみなす。

(2)抗弁(4)について

ア.貸金業法４３条'項は，貸金業者が業として行う金銭消費貸借上の利息‘

の契約に基づき，債務者が利息として支払った金銭の額が，利息の制限額

を超える場合において,､貸金業者が，貸金業に係る業務規飼として定めら

れた同法１７条１項及び１８条１項所定の各要件を具穂した各書面を交付

、ずる鐘務を遵守しているときには，その支払那任意に行われた場合に限わ

て，例外的に，利息制限法１条１項の規定にｶﾑかわらず，制限超過部分の

支払を有効な利息の債務の弁済とみなす旨を定めている。貸金業者の業務

の適正鞍運営を確保し，資金需要者等の利益の保霞を図ること等を目的と
００ｏ

して貸金業に対する必要な規制等を定める貸金業法の趣旨，目的,（同法１

条)等に鐘みると，同法4.8条’項の規定の適用要件については，これを

厳格に解釈すべきである。そうすると，同法４８条１項にいう「債務者が

利息として任意に支払った』とは,債務者が利息の契約に基づく利息の支

払に充当されることを認識した上，自己の自由な意思によってこれを支払

ったこと老いうものと解すべきである（最高裁判所第２小法廷平成１８年

１月･１３日判決･鴎集６０巻１号1頁参照)。

そして，債務者が制限超過部分を自己の自由な意思によって支払ったか

否かは,金銭消費貸借契約鉦書や貸付契約税明書の文冨,契約締結及び督

促の隙‘！)貸金業者の債務者に対する鋭明内容などの具体的事情に基づき競
合的に判断されるべきである。

イそこで検討するに，上龍１(3)イで龍定した各事実に加え，後掲各証拠及

び弁購の全趣胃によれば，以下の各事実が認められる。

例被控蘇人と訴相■恥,平成ﾕ8年５月,8日,所外■宅の一室にお
いて,箭外■■隣連帯保征人とする金銭消饗貸借契約毒締結した〔争い

がない］。

㈹蘇湘■は,本件貸付の蹴被控添人に対し，貸付及び保鮭契約説明

書を全て読み上げた。訴外■■が上記書面を髄み上げている際,被控所

人は，交付された上罷書面の控えを見ていた。その後〆被控翫人は,;上

配番面の下欄にある『本説明書及びi蝿表を交付書面として各自一通宛，

内容の説明を受けた上で，受領しました。」との露載の下に，署名をし

た。［乙３，歴岨7項,被控蘇人3項,弁齢の全趣旨］

㈲被控瞬人は，貸付及び保証契約税明書の第５項の説明を受けている際

に,豚外■恥ら償還表を控された｡その際,･被控訴人庭,訴外■隣

も，このとおり期日に遅れることなく支払ってくださいとい．う趣旨の説

明を受けた。［被控瞬人４項，弁賎の全趣旨］

㈲訴外■■は,貸付及び保証契約脱明書を用いて契約内容を棚した後ｊ

契約鉦審の作成を始めた．訴外■は,契約証審を作成する際には,内

・容を読み上げることはしなかった。また，貸付及び保柾契約税明雷を用

いた契約内容の脱明に穂いて,被控訴人から後w鋤以外には質問がなか

、つたため,蘇外｡■恥期限の利益喪失条項にづいて具体的な鋭明をしな
り０

カ製つた。［乙4:9,征心9項,同10項弁飴の全趣旨ｊ泌

鮒本件貸付に係る契約は，およそ’時間で終了した。訴外■は,本件

貸付の全体を通じて，貸付及び保証契約脱明審を醗み上げる以外に具体

的な補足脱明をすることはなかった。【匪人■１４項,同１６項,同
２０項，被控訴人１３項］、

鋤被控訴人は,所舛■■に対し,償還表のとおりに支払えないおそれボ

あるが，そのような場合にはどうずればよいか質問したところ，蘇外●

ｇ腿,償還表のとおり支払ってくださいと回答した[被控涛人１３項]･

開被控所人は,．上髄1(3)ｲ閑で認定のと．おり，■の修理･願売を行

う会社の代表者を務めており，契約番に署名をした経験はあるが２契約．

、
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書の全てを蔑んで理解することは少なかった［被控訴人９項］。、

例被控訴人の経営する会社は赤字が綻いている状態であったところ，平

成１８年４月頃，５００万円の事業資金が不足し，メインバンクである

石巻商工億用想合からの借入も限度額いっぱいで融溌を得られる状態で

はなかったため，急場をしのぐため控訴人から金銭を借り入れることに

，した〔甲６，弁飴の全趣旨］。・

ｳ例以上の罷定事実を前提に検肘するに，訴外■■は,利息制限法所定の制

限利息の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失するという条項と利息

・制限法の規定を読み上げ,被控解人は,その文面を見ながら所外●い

読み上げを聞き，説明を受けたことについて署名をしていることに加え，

被控鮮人は会社経営者であって自ら契約業務に携わっていたことを併せ

考えれぽ，被控訴人は，超過利息を自己の自由な意思に基づいて支払っ

’ていたども考えられる。

㈱しかしながら,諒外■齢,貸付及び保証契約脱明書を用いた税明の

際,'償還表に紀戦されだとおり返済するよう説明しているところ,償還
表は約定利率にしたがった返済額が罷戦されているのであるから,被謹

蘇人が約定利率にした斌って返済しなければならないと考えることも無
、理からぬところである。

また，被控訴人の償還裳のとおりに支払えない場合にはどうすればよ

いのかという質問に対し』涛外■■は,償還表のとおり支払ってくださ

いと回答しているところ，鮮外■■が期限の利益喪失条項について具体

的な税明をしていないことも併せ考えれば,上龍回巷によって,被控訴

人が償還裳のとおり支払わなければ期限の利益を喪失すると考えたとし

ても不自然ではない。

．さらに,上記の事情に加え,被控飾人が，本件貸付当時,･資金繰りに・

窮しており，一括返済を迫られれば会社の経営は破綻する状況に．あった．

のであり，翫外■■から償還表のとおりに支払うよう指示されれば，そ

のとおり支払わざるを得加v立場にあったのであるから，返済の過程で

質問や異鯖がなかったとしても，それをもって自由な意思による返済で．

あったと断定することはできない。．

。加えて，被控訴人は法律に精通していたとはいえず，被控訴人の業務

に照らしでも利息制限法那関わる契約を蹄結する機会は少なかったと考

えられることに加え,訴外■印８，貸付及び保鉦契約洲書を読み上げ

・だだけで制限利息を支払っていれば期限の利益は喪失しないことを具体

的に棚していないことも併せ考えれば,契約証書や貸付及び保註契約

・脱明替に制限利息の支払いを怠った場合に期限の利益を喪失するという

条項や利息倒限法の規定が抜粋が記載されていたからといって，被控訴

人が，制限利息を支払っていれば期限の利益は喪失し潅いことを理解し

たうえで返済をしていだと直ちに推認することはできない。

㈲以上の事傭を総合すれぼ,上記例の事情を考虚したとしても，被控訴人・

が，制限超過利息を支払わなければ期限の利益髪喪失し，一括返済を迫．

られるとの誤解蝉よって制限超過利息を支払っていた可龍性を否定する．

･ことができ潅い､.したがって，被控豚人が，制限超過部分の利息を自己

の自由な意思に基づいて支払ったと認定することはできない。

よって，抗弁側の事実は閲められ鞍い。
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以上の検討によれば，被控蘇人の購求には理由があり，原判決は正当である
●０

からｉ本件撒斥を棄却することとし，控蘇菱用の負担について民解法６１条を

適用して，主文のとおり判決ずる。‐

づげ､
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